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■個人情報の保護に関する法律 

【１】（定義） 
第 2 条柱書 

P.2 
 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれか
に該当するものをいう。 

 
 

【２】（定義） 
第 60 条第 5 項 

P.28 
この章及び第八章において「保有個人情報」とは、行政機関等の職員（独立行政法人等及び地

方独立行政法人にあっては、その役員を含む。以下この章及び第八章において同じ。）が職務上作
成し、又は取得した個人情報であって、当該行政機関等の職員が組織的に利用するものとして、
当該行政機関等が保有しているものをいう。ただし、行政文書（行政機関の保有する情報の公開
に関する法律（平成十一年法律第四十二号。以下この章において「行政機関情報公開法」という。）
第二条第二項に規定する行政文書をいう。）、法人文書（独立行政法人等の保有する情報の公開に
関する法律（平成十三年法律第百四十号。以下この章において「独立行政法人等情報公開法」と
いう。）第二条第二項に規定する法人文書（同項第四号に掲げるものを含む。）をいう。）又は地方
公共団体等行政文書（地方公共団体の機関又は地方独立行政法人の職員が職務上作成し、又は取
得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該地方公共団体の機関又は地方独立行政法人の職
員が組織的に用いるものとして、当該地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が保有している
もの（行政機関情報公開法第二条第二項各号に掲げるものに相当するものとして政令で定めるも
のを除く。）をいう。）（以下この章において「行政文書等」という。）に記録されているものに限
る。 
 
《中略》 
 
５ この章において「条例要配慮個人情報」とは、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が保

有する個人情報（要配慮個人情報を除く。）のうち、地域の特性その他の事情に応じて、本人に
対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するもの
として地方公共団体が条例で定める記述等が含まれる個人情報をいう。 
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【３】（適正な取得） 
第 64 条 

P.29 
行政機関の長等は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。 

 
 

【４】（安全管理措置） 
第 66 条柱書 

P.30 
 行政機関の長等は、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全
管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 

 
 

【５】（利用及び提供の制限） 
第 69 条第１項、第 2 項 

P.31 
行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自

ら利用し、又は提供してはならない。 
 

２ 前項の規定にかかわらず、行政機関の長等は、次の各号のいずれかに該当すると認めるとき
は、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。た
だし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、
本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでな
い。 
一 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。 
二 行政機関等が法令の定める所掌事務又は業務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で

利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当の理由があるとき。 
三 他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人に保有個人情

報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務又は業務
の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することに
ついて相当の理由があるとき。 

四 前三号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を
提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、その他保有
個人情報を提供することについて特別の理由があるとき。 
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【６】（保有個人情報の提供を受けるものに対する措置要求） 
第 70 条 

P.31 
行政機関の長等は、利用目的のために又は前条第二項第三号若しくは第四号の規定に基づき、

保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、保有個人情報の提供を受け
る者に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制
限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるこ
とを求めるものとする。 

 
 

【７】（個人情報ファイル簿の作成及び公表） 
第 75 条 

P.35 
行政機関の長等は、政令で定めるところにより、当該行政機関の長等の属する行政機関等が保

有している個人情報ファイルについて、それぞれ前条第一項第一号から第七号まで、第九号及び
第十号に掲げる事項その他政令で定める事項を記載した帳簿（以下この章において「個人情報フ
ァイル簿」という。）を作成し、公表しなければならない。 
２ 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。 

一 前条第二項第一号から第十号までに掲げる個人情報ファイル 
二 前項の規定による公表に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部

を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該公表に
係るこれらの事項の範囲内のもの 

三 前号に掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして政令で定める個人情報ファイル 
３ 第一項の規定にかかわらず、行政機関の長等は、記録項目の一部若しくは前条第一項第五号

若しくは第七号に掲げる事項を個人情報ファイル簿に記載し、又は個人情報ファイルを個人情
報ファイル簿に掲載することにより、利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事
業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録項目の一部若し
くは事項を記載せず、又はその個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載しないことがで
きる。 

４ 地方公共団体の機関又は地方独立行政法人についての第一項の規定の適用については、同項
中「定める事項」とあるのは、「定める事項並びに記録情報に条例要配慮個人情報が含まれてい
るときは、その旨」とする。 

５ 前各項の規定は、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が、条例で定めるところにより、
個人情報ファイル簿とは別の個人情報の保有の状況に関する事項を記載した帳簿を作成し、公
表することを妨げるものではない。 
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【８】（開示請求権） 
第 76 条第２項 

P.35 
何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長等に対し、当該行政機関の長等の属す

る行政機関等の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。 
２ 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人（以下この節にお

いて「代理人」と総称する。）は、本人に代わって前項の規定による開示の請求（以下この節及
び第百二十七条において「開示請求」という。）をすることができる。 

 
 

【９】（開示請求の手続） 
第 77 条 

P.35 
開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面（第三項において「開示請求書」という。）を行政

機関の長等に提出してしなければならない。 
一 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所 
二 開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書等の名称その他の開示請求に係る

保有個人情報を特定するに足りる事項 
２ 前項の場合において、開示請求をする者は、政令で定めるところにより、開示請求に係る保有

個人情報の本人であること（前条第二項の規定による開示請求にあっては、開示請求に係る保
有個人情報の本人の代理人であること）を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。 

《省略》 
 
 

【10】（保有個人情報の開示義務） 
第 78 条第 1 項第 7 号 

P.36 
行政機関の長等は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げ

る情報（以下この節において「不開示情報」という。）のいずれかが含まれている場合を除き、開
示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。 

 
《中略》 

 
七 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関す

る情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、
当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの 
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イ 独立行政法人等、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が開示決定等をする場合にお
いて、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ
又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ 

ロ 独立行政法人等、地方公共団体の機関（都道府県の機関を除く。）又は地方独立行政法人が
開示決定等をする場合において、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維
持に支障を及ぼすおそれ 

ハ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の
把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難
にするおそれ 

ニ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立
行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ 

ホ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ 
ヘ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ 
ト 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、

その企業経営上の正当な利益を害するおそれ 
 
 

【11】（開示決定等の期限） 
第 83 条 

P.39 
開示決定等は、開示請求があった日から三十日以内にしなければならない。ただし、第七十七

条第三項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入
しない。 
２ 前項の規定にかかわらず、行政機関の長等は、事務処理上の困難その他正当な理由があると

きは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、行
政機関の長等は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通
知しなければならない。 

 
 

【12】（開示決定等の期限の特例） 
第 84 条 

P.39 
開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から六十日以内に

その全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある
場合には、前条の規定にかかわらず、行政機関の長等は、開示請求に係る保有個人情報のうちの
相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に
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開示決定等をすれば足りる。この場合において、行政機関の長等は、同条第一項に規定する期間
内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 

一 この条の規定を適用する旨及びその理由 
二 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限 

 
 

【13】（手数料） 
第 89 条 2 項 

P.41 
《省略》 
２ 地方公共団体の機関に対し開示請求をする者は、条例で定めるところにより、実費の範囲内

において条例で定める額の手数料を納めなければならない。 
 
 

【14】（審査会への諮問） 
第 105 条 

P.46 
開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係

る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長等
は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、情報公開・個人情報保護審査会（審査請求に対
する裁決をすべき行政機関の長等が会計検査院長である場合にあっては、別に法律で定める審査
会）に諮問しなければならない。 

一 審査請求が不適法であり、却下する場合 
二 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示するこ

ととする場合（当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。） 
三 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることと

する場合 
四 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をするこ

ととする場合 
２ 前項の規定により諮問をした行政機関の長等は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知

しなければならない。 
一 審査請求人及び参加人（行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人をいう。以下こ

の項及び第百七条第一項第二号において同じ。） 
二 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者（これらの者が審査請求人又は参加人である

場合を除く。） 
三 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者（当該第三

者が審査請求人又は参加人である場合を除く。） 
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３ 前二項の規定は、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人について準用する。この場合に
おいて、第一項中「情報公開・個人情報保護審査会（審査請求に対する裁決をすべき行政機関
の長等が会計検査院長である場合にあっては、別に法律で定める審査会）」とあるのは、「行政
不服審査法第八十一条第一項又は第二項の機関」と読み替えるものとする。 

 
 

【15】第五款 条例との関係 
第 108 条 

P.51 
この節の規定は、地方公共団体が、保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の手続並びに審査請
求の手続に関する事項について、この節の規定に反しない限り、条例で必要な規定を定めること
を妨げるものではない。 

 
 

【16】（提案の募集） 
第 111 条 

P.51 
行政機関の長等は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、定期的に、当該行政機関

の長等の属する行政機関等が保有している個人情報ファイル（個人情報ファイル簿に前条第一号
に掲げる事項の記載があるものに限る。以下この節において同じ。） 
について、次条第一項の提案を募集するものとする。 
 
（附則第７条読替え） 

都道府県及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市以外の地方公共団体の機関
並びに地方独立行政法人についての第百十条及び第百十一条の規定の適用については、当分の
間、第百十条中「行政機関の長等は、」とあるのは「行政機関の長等は、次条の規定による募集を
しようとする場合であって、」と、第百十一条中「ものとする」とあるのは「ことができる」とす
る。 

 
 

【17】（手数料） 
第 119 条第 4 項 

P.55 
《省略》 
４ 前条第二項において準用する第百十五条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関す

る契約を地方公共団体の機関と締結する者は、条例で定めるところにより、前項の政令で定め
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る額を参酌して政令で定める額を標準として条例で定める額の手数料を納めなければならな
い。 

 
 

【18】（地方公共団体に置く審議会等への諮問） 
第 129 条 

P.58 
地方公共団体の機関は、条例で定めるところにより、第三章第三節の施策を講ずる場合その他

の場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くこと
が特に必要であると認めるときは、審議会その他の合議制の機関に諮問することができる。 

 
 
■個人情報の保護に関する法律施行令 

【19】（個人情報ファイルの保有等に関する事前通知） 
第 20 条第 2 項 

P.8 
《省略》 
２ 法第七十四条第二項第九号の政令で定める数は、千人とする。 

 
 

【20】（開示請求における本人確認手続等） 
第 22 条第 3 項、第 4 項 

P.9 
《省略》 
 
３ 法第七十六条第二項の規定により代理人が開示請求をする場合には、当該代理人は、戸籍謄

本、委任状その他その資格を証明する書類（開示請求をする日前三十日以内に作成されたもの
に限る。）を行政機関の長等に提示し、又は提出しなければならない。 

４ 開示請求をした代理人は、当該開示請求に係る保有個人情報の開示を受ける前にその資格を
喪失したときは、直ちに、書面でその旨を当該開示請求をした行政機関の長等（法第八十五条
第一項の規定による通知があった場合にあっては、移送を受けた行政機関の長等）に届け出な
ければならない。 

 
 

【21】（行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料） 
第 31 条第 1 項、第 2 項 

P.15 
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法第百十九条第一項の規定により納付しなければならない手数料の額は、二万千円に次に掲げ
る額の合計額を加算した額とする。 

一 行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間一時間までごとに三千九百五十円 
二 行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額（当該委託をする場合

に限る。） 
２ 法第百十九条第二項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる

行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者の区分に応じ、当該各号に定める額
とする。 
一 次号に掲げる者以外の者 法第百十五条の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用

に関する契約を締結する者が法第百十九条第一項の規定により納付しなければならない手
数料の額と同一の額 

二 法第百十五条（法第百十八条第二項において準用する場合を含む。）の規定により当該行政
機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者 一万二千六百円 

 
 
■行政不服審査法 

【22】地方公共団体に置かれる機関 
第 81 条 

地方公共団体に、執行機関の附属機関として、この法律の規定によりその権限に属させられた
事項を処理するための機関を置く。 
２ 前項の規定にかかわらず、地方公共団体は、当該地方公共団体における不服申立ての状況等

に鑑み同項の機関を置くことが不適当又は困難であるときは、条例で定めるところにより、事
件ごとに、執行機関の附属機関として、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を
処理するための機関を置くこととすることができる。 

３ 前節第二款の規定は、前二項の機関について準用する。この場合において、第七十八条第四
項及び第五項中「政令」とあるのは、「条例」と読み替えるものとする。 

４ 前三項に定めるもののほか、第一項又は第二項の機関の組織及び運営に関し必要な事項は、
当該機関を置く地方公共団体の条例(地方自治法第二百五十二条の七第一項の規定により共同
設置する機関にあっては、同項の規約)で定める。  

 
 
■行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 

【23】（個人情報保護法の特例） 
第 30 条第 1 項 

行政機関等（個人情報保護法第百二十五条第二項の規定により個人情報保護法第二条第十一項
第三号に規定する独立行政法人等又は同項第四号に規定する地方独立行政法人とみなされる個
人情報保護法第五十八条第一項各号に掲げる者（次条第一項において「みなし独立行政法人等」
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という。）を含む。）が保有し、又は保有しようとする特定個人情報（第二十三条（第二十六条に
おいて準用する場合を含む。）に規定する記録に記録されたものを除く。）に関しては、個人情報
保護法第六十九条第二項第二号から第四号まで及び第八十八条の規定は適用しないものとし、個
人情報保護法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる個人情報保護法の規定中同表
の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 
 
《以下別表①》 

 
 

【24】（情報提供等の記録についての特例） 
第 31 条第 1 項 

行政機関等（みなし独立行政法人等を含む。）が保有し、又は保有しようとする第二十三条第一
項及び第二項に規定する記録に記録された特定個人情報に関しては、個人情報保護法第六十九条
第二項から第四項まで、第七十条、第八十五条、第八十八条、第九十六条及び第五章第四節第三
款の規定（みなし独立行政法人等については、個人情報保護法第八十五条、第八十八条、第九十
六条及び第五章第四節第三款の規定）は適用しないものとし、個人情報保護法の他の規定の適用
については、次の表の上欄に掲げる個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の
下欄に掲げる字句とする。 

 
《以下別表②》 

 
 
■特定個人情報保護評価に関する規則 

【25】（地方公共団体等による評価） 
第 7 条第 4 項 
《省略》 
４ 第一項前段及び第二項の場合において、地方公共団体等は、これらの規定により得られた意

見を十分考慮した上で当該評価書に必要な見直しを行った後に、当該評価書に記載された特定
個人情報ファイルの取扱いについて、個人情報の保護に関する学識経験のある者を含む者で構
成される合議制の機関、当該地方公共団体等の職員以外の者で個人情報の保護に関する学識経
験のある者その他指針に照らして適当と認められる者の意見を聴くものとする。当該特定個人
情報ファイルについて、第十一条に規定する重要な変更を加えようとするときも、同様とする。  


